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当監査法人 は、公益財 団法人 自動車 リサイ クル促進 セ ンターの委嘱 に基 づ き、公益財 団法

人 自動 車 ジサ イ クル促 進 セ ンター の平成 2 2年 度 (平成 2 2年 4月 1日 か ら平 成 2 3年

3月 3 1 日 まで)の 第 3四 半期会 計期間 (平成 2 2年 1 0 月 1日 か ら平成 2 2年 1 2 月

3 1 日 まで)及 び第 3四 半期累計期間 (平成 2 2年 4角 1日 か ら平成 2 2年 1 2 月 3 1 日

まで )に 係 る資金 管理 料金特別会計 、再資源化預託金等特慰i会計及び承認 ・認 可済特定再

資源化預託金等特別 会計 に関す る貸借
“
対照表、正味財産増減計算書及び財産 目録 (以下 「資

金管理 業務 に係 る四半期財務諸表等」 とい う。)に つ いて四半期 レビュー を行 った。 この

資金管理 業務 に係 る四 半期財務諸表等 の作成 責任 は理事者 にあ り、当監査法人 の責任 は独

立の立場 か ら資金管理業務 に係 る四半期財務諸表等に対す る結論 を報告す ることにある。

当監査法人 は、我 が国 にお いて一般 に公正妥 当 と認 め られ る四半期 レビューの基準に準拠

して四半期 レビュー を行 った。 四半期 レビューは、主 と して理 事者 、財務及び会計 に関す

る事項 に責任 を有す る者 等 に対 して実施 され る質問 、分析的手続 その他 の四半期 レビュー

手続 に よ り行 われ てお り、我が国にお いて一般に公正妥 当と認 め られ る監査 の基 準に準拠

して実施 され る年度 の財 務諸表の監査 に比べ限定 された手続 に よ り行われ た。

レビューの結果、上記 の資金管理業務 に係 る四半期財務諸表等が、我 が国におい て一般に

公 正妥 当 と認 め られ る公 益法人会 計 の基準及 び公益財 団法 人 自動 車 リサ イ クル 促 進セ ン

ターの会 計規程 に準拠 して、公益財 団法人 自動車 ジサイ クル促進 セ ンター の資金管理業務

に係 る平成 2 2年 度第 3四 半期末現在 の財政状態 並 びに同 日を もつて終 了す る第 3四 半期

累計期 間 の正味財産増 減 の状況を適正 に表示 していない と信 じさせ る事項 がすべて の重要

な点 にお いて認 め られ なかった。

公益財 団法人 自、動車 ジサイクル促進 セ ンター と当監査法人又は業務 責任者 との間 には、

公認会計士法の規定 に よ り記載すべ き利害関係はない。
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